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指定居宅介護支援 

清寿荘在宅介護支援センター 
重要事項説明書 

 
当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（富山県指定１６７０６０００１２） 

 
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。今

後、介護保険制度等、ここに記入する内容が変更された際にはご利用者に通知します。ご

不明な点がございましたら担当介護支援専門員にお気軽にご連絡ください。 
 
１．事業者 

法  人  名  社会福祉法人 清 寿 会（認可 厚生労働省社第７４６号） 
住     所  富山県滑川市赤浜５７３番地の１ 
代 表 者 職 氏 名  理事長 車 谷   亮 

 
２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定居宅介護支援事業 
（２）事業所の名称    清寿荘在宅介護支援センター 
（３）事業所の所在地   富山県滑川市赤浜５７３番地の１ 
（４）電話番号      ０７６－４７５－９２００ 
（５）ＦＡＸ番号     ０７６－４７５－３９５９ 
（６）ホームページ    http://care-net.biz/16/seijusou 
（７）所   長     黒 田 紀代美（社会福祉法人清寿会理事） 
（８）管理責任者     只 石 浩 士（ケアマネージャー） 
（９）事業所の目的    高齢者が自立した生活が送れるよう、また老化に伴い

要介護状態になった場合には、可能な限り居宅において

その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよ

う居宅サービス計画の作成ならびにその支援に努めるこ

とを目的としています。 
（10）運営方針      本事業所において提供する指定居宅介護支援は、介護

保険法の理念に沿ったものとし、利用者の心身の状況、
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その置かれている環境等に応じ、また利用者の選択に基

づき適切な保険、医療、福祉サービスが多様な事業者か

ら総合的かつ効果的に提供されるよう支援します。また

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

ち、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の居

宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立

に行います。事業の運営に当たっては保険者、他の指定

居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に務めま

す。 
（11）開設年月日     平成１２年４月１日 
（12）営業日       月曜日から金曜日（年末年始、祝祭日を除く） 
（13）営業時間      午前８時３０分から午後５時３０分 
（14）緊急連絡先     上記の営業日以外は社会福祉法人清寿会において対応

します。 （電話 ０７６―４７５―３６００） 
（15）事業の実施地域   通常の事業の実施地域は滑川市とします。 

 
３．ご利用の事業所の事業者が開設している事業 

指定介護老人福祉施設（定員８０名） 平成２６年４月１日 
富山県指定第１６７０６０００４６号 

指定短期入所生活介護（定員２０名） 平成２６年４月１日 
指定介護予防短期入所生活介護    平成２６年４月１日 

富山県指定第１６７０６０００４６号 
指定通所介護（定員３０名）     平成２６年４月１日 
                  富山県指定第１６７０６０００３８号 
介護予防・日常生活支援総合事業   平成３０年４月１日 

滑川市指定第１６７０６０００３８号 
 
４．職員の配置状況 

職     種 員数 常勤・兼務の区分 常勤換算 指定基準 資   格 
所    長  １ 兼 務     有 

管 理 責 任 者 
介 護 支 援 専 門 員 

１ 常 勤   １ １    有 

 
５．職員の勤務体制 

職     種 勤務体制 休   暇 
所   長 午前８時３０分～午後５時３０分 週休２日 
管理責任者   午前８時３０分～午後５時３０分 週休２日 
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介護支援専門員 
 
６．居宅介護支援サービスの内容 
居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険 

適用の有無 
利用料

（月額） 
利用者負担額 

（介護保険適用の場合） 
① 居宅サービス計画書 

の作成 
別紙似掲げ

る「居宅介

護支援業務

の実施方法

等 に つ い

て」を参照

してくださ

い。 

左の①～⑦

の内容は、居

宅介護支援

の一連業務

として、介護

保険の対象

となるもの

です。 

７．サー

ビ ス 利

用 料 及

び 利 用

者 負 担

の 項 目

を ご 覧

く だ さ

い。 
 

介護保険適用となる場

合には、利用料を支払う

必要がありません。（全

額介護保険により負担

されます。） 

② 居宅サービス事業者

との連絡調整 
③ サービス実施状況把

握、評価 
④ 利用者状況の把握 
⑤ 給付管理 
⑥ 要介護認定申請に対

する協力、援助 
⑦ 相談業務 
 
７．サービス利用料及び利用者負担 
（１）利用料 
   要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、利用者負担は

ありません。 
    ただし、介護サービス計画を受けることについて、予めお住まいの市町村に届け出て

いない場合や、介護保険料の滞納により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、

１ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明

書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日お住まいの市町村の介護保険の窓

口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。 

  ※ 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご契約者

の負担額を変更します。 

 

 ア．基本料金 

居宅介護支援費Ⅰ 

（取扱件数４０件未満） 

要介護１又は要介護２ 月１０，７６０円 

要介護３、要介護４又は要介護５ 月１３，９８０円 

居宅介護支援費Ⅱ 

（取扱件数 40件以上である場合 40
件以上 60 件未満の部分を算定） 

要介護１又は要介護２ 月 ５，３９０円 

要介護３、要介護４又は要介護５ 月 ６，９８０円 

居宅介護支援費Ⅲ 

（取扱40件以上である場合60件以

要介護１又は要介護２ 月 ３，２３０円 

要介護３、要介護４又は要介護５ 月 ４，１８０円 



 4 

上の部分を算定） 

※ 当事業所では居宅介護支援費Ⅰでの利用となります。 

イ．初回加算 

初回加算 月 ３，０００円 

※ 算定要件 

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合。 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合。 
 

ウ．特定事業所集中減算 
特定事業所集中減算 月 ２，０００円 
※算定要件 

正当な理由なく、当事業所において前６ヶ月間に作成した居宅サービス計画に位置付

けられた指定訪問介護、指定通所介護又は福祉用具貸与の提供総数のうち、同一の訪問

介護等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が８０％超えた場合、減算と

なります。 
 

エ．運営基準減算 
減算要件に該当した場合 所定単位数の５０％ 
上記減算が２ヶ月以上継続している場合 算定しない 
※算定要件 
 １ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されます。 
   ① 当事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に

面接していない場合。 
   ② 当事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場

合。（やむを得ない事情が有る場合を除く。） 
   ③ 当事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サ

ービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合。 
 ２ 次に掲げる場合においては、当事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等 

を行っていない場合。 
    ① 居宅サービス計画を新規に作成した場合。 
    ② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合。 
    ③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分変更の認定を受けた場合。 
 ３ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握に当たっては、次

の場合減算されます。 
    ① 当事業所の介護支援専門員が、１ヶ月に利用者の居宅を訪問し、利用者及び
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その家族に面接していない場合。 
    ② 当事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１

月以上継続する場合。 
 
オ．入院時情報連携加算 

入院時情報連携加算（Ⅰ）    月  ２，０００円 
入院時情報連携加算（Ⅱ）    月  １，０００円 

※ 算定要件 
利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、

当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合

は、利用者１人につき 1 月に１回を限度として所定金額を加算します。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ません。 
 （Ⅰ）利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院又は診療所の職

員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 
（Ⅱ）利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日以内に、当該病院又は診

療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。 
 
カ．退院・退所加算 

退院・退所加算（１）イ 月 ４，５００円 
退院・退所加算（１）ロ 月 ６，０００円 
退院・退所加算（Ⅱ）イ 月 ６，０００円 
退院・退所加算（Ⅱ）ロ 月 ７，５００円 
退院・退所加算（Ⅲ） 月 ９，０００円 

※ 算定要件 
   病院若しくは診療所への入院又は、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保健

施設への入所をしていた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地

域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、

当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行

い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅

サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、入院又は入

所期間中につき１回を限度として所定金額を加算します。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しません。また、

初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しません。 
  ・退院・退所加算（１）イ 
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により１回受けていること。 
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  ・退院・退所加算（１）ロ 
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより１回受けていること。 
  ・退院・退所加算（Ⅱ）イ 
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により２回以上受けているこ

と。 
  ・退院・退所加算（Ⅱ）ロ 
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレンスによる

こと。 
  ・退院・退所加算（Ⅲ） 
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンスに

よること。 
 
キ．複合型サービス事業所連携加算 

複合型サービス事業所連携加算 月 ３，０００円 
※ 算定要件 

利用者が指定複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を

当該指定複合型サービスを提供する指定複合型サービス事業所に提供し、当該指定複合

型サービス事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に算定します。 
 
ク．緊急時等居宅カンファレンス加算 

緊急時等居宅カンファレンス加算 月 ２，０００円 
※ 算定要件 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者

の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、利用者 1 人につき 1 月

に 2 回を限度として加算します。 
 
ケ．ターミナルケアマネジメント加算 

ターミナルケアマネジメント加算 月 ４，０００円 
※ 算定要件 
   在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、別に厚生労働大 

臣が定める基準に適合しているものとして市町村に届け出た指定居宅介護支援事業所 
が、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意 
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を得て当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師 
及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、１月につ 
き所定単位数を加算します。 

  ・ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について２４時間連絡 
できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことがで 
きる体制を整備していること。 
 

コ．通院時情報連携加算 
通院時情報連携加算 月 1 回 ５００円 

※ 算定要件 
  利用者が病院または診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同

席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要

な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受

け、居宅サービス計画に記録すること。 
 
８．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 
      サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替 
    ① 事業者からの介護支援専門員の交替 
      事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 
      介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利

益が生じないよう十分に配慮するものとします。 
    ② ご契約者からの交替の申し出 
      選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員

が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、

事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。   
  （３）利用者自身によるサービスの選択と同意 
      利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者自身の選択に基

づき、適切なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよ

う、連携に努めます。 
① プランに位置付ける事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者

の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類または事業所に不当に

偏することがないよう公正中立に行い、プランに位置付ける事業所は複数

の事業所を紹介します。 
② 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹

介を求めることや居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業

者などの選定理由について説明を求めることができますので、必要あれば
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遠慮なく申し出ください。 
③ 当事者のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具

貸与の利用状況は下記のとおりです。 
【利用割合の説明（令和 5 年 9 月から令和 6 年 2 月まで）】 

① 年 6 か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通 
 所介護、福祉用具貸与の各サービス利用割合 

 
訪問介護        ３１％ 
通所介護        ６９％ 
地域密着型通所介護   １０％ 
福祉用具貸与      ５４％ 

 
② 前 6 か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所 
介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業所によって提供されたものの割 
合 
 

訪問介護 よろこび滑川ケアセ

ンター     47％ 
滑川市社会福祉協議会 
訪問介護   34.8％ 

ヘルパーステーション

むゆうじゅ   9.1％ 
通所介護 滑川市老人デイサー

ビスセンター 50.3％ 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽほたるの里    

13.6％ 
デイサービスシンシア 
         12.2％ 

地域密着型通所介護 お達者クラブ中新       
76.2％ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあったかﾎｰﾑ 
23.8％ 

 

福祉用具貸与 (有)ハウズケアトナミ 
      39.5％ 

日本海綿業㈱ 
18.4％ 

(有)北陸ケアサービス 
       15.8％ 

 
（４）主治の意思及び医療機関等との連絡 

      病院などに入院しなければならない場合には利用者の疾患に対する対応及び

退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院棟と情報共

有や連携をする必要がありますので以下の対応をお願いいたします。 
① 利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝

わるよう対応をお願いします。 
② また、入院時にはご本人またはご家族から、当事業所名および介護支援専

門員の名称を伝えていただきますようお願いします。 
  （５）末期がんと診断された場合であって、日常生活上の障害が 1 か月以内に出現す

ると主治の医師等が判断した場合、利用者またはその家族の同意を得た上で、

主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問（モニタリング）

をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者へ
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の支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の

意思やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その

時々の状態に即したサービス内容の調整を行います。 
  （６）居宅介護支援提供に先立って、介護保険証に記載された内容（被保険者資格、

要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被

保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 
  （７）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに

該当申請が行われるよう必要な援助を行います。また要介護度認定の更新の申

請が遅くとも利用者が受けている要介護度認定の有効期間が終了する 30日前に

話されるよう、必要な援助を行うものとします。 
 
９．身分証携行 
  当事業所の介護支援専門員は常に身分証を携行し、初回訪問時または利用者もしくは

その家族から提示を求められた場合は、これを提示します。 
 
１０．秘密保持 
   当事業所の介護支援専門員及びその他の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り

得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことはありません。また、退職した後におい

ても同様とします。当事業所の介護支援専門員及びその他の従事者は、利用者やその

家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者

及び当該家族の個人情報を用いません。 
 
１１．苦情・相談の受付 

（１） 当事業所における苦情・相談の受付窓口 
     管理責任者 

（介護支援専門員） 只石（ただいし）浩士 
ＴＥＬ ０７６－４７５－９２００ 
受付時間   毎週月曜日～金曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

８：３０～１７：３０ 
また苦情受付ボックスを正面玄関に設置してあります。 

 
（２）行政機関とその他苦情受付機関 

○ 滑川市医療保健課 
    滑川市寺家町１０４ 

TEL ０７６－４７５－１４２９（直通） 
受付時間 毎週月曜日～金曜日（年末年始、祝祭日を除く） 

８：３０～１７：００ 
○ 富山県福祉サービス運営適正化委員会 
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富山市安住町５－２１ 
TEL ０７６－４３２－３２８０ 
受付時間 毎週月曜日～日曜日（２４時間） 
※ 土・日・時間外は留守番電話にて対応 

○ 富山県国民健康保険団体連合会 
富山市下野豆田９９５－３ 
TEL ０７６－４３１－９８３３ 
受付時間 毎週月曜日～日曜日（２４時間） 
※ 土・日・時間外は留守番電話にて対応 
 

１２．事故発生時の対応 
   当事業所では、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合

には、速やかに当該市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を行

います。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生

した場合には、速やかに損害賠償を行います。 
 

個人情報の利用目的に関する同意書 
 
 社会福祉法人清寿会では、個人情報保護法及び利用者とその家族の権利と尊厳を守り安

全管理に配慮する「個人情報に関する基本規則」の下、ここに利用者の個人情報の「利用

目的」を公表します。 
  
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
１． 施設内部での利用目的 

① 施設が利用者等に提供する介護サービス 
② 介護保険事務 
③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

・入退所等の管理 
・会計・経理 
・介護事故、緊急時等の報告 
・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

２． 他の介護事業者等に提供を伴う利用目的 
① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅支援事業所等と

の連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 
・その他の業務委託 
・利用者の診療等にあたり、外部の意思の意見・助言を求める場合 
・家族等への心身の状況説明 
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② 介護保険事務のうち 
・審査支払機関へのレセプトの提出 
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等 
【上記以外の利用目的】 
１． 施設内部での利用に係る利用目的  

① 施設の管理運営業務のうち次のもの 
・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 
・施設等において行われる学生等の実習への協力 
・施設において行われる事例研究等 

２． 他の事業者等への情報提供に係る利用目的 
① 施設の管理運営業務のうち 

・外部監査機関、評価機関等への情報提供 
 

なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を

取り扱うことはいたしません。 
 
令和  年  月  日 
 
指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 
指定居宅介護支援・清寿荘在宅介護支援センター 
説明者・職名 介護支援専門員    氏 名             印 

 
 
私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの

提供開始に同意しました。 
 

契約者    住 所               
 

氏 名             印 
 

契約者の家族等    住 所               
 

氏 名             印 
 
続 柄               
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(別紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について 

 

１． 居宅支援業務の実施 

① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当

させるものとします。 

② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者また

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

います。 

 

２． 居宅サービス計画の作成について 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれ

ている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サー

ビス事業等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業

者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 

エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサ

ービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情

報を求めます。 

② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用

料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明

します。 

ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、

原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。 

イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない

場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼すること

ができます。 

 

３． サービス実施状況の把握、評価について 

① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施

状況の把握（以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス

計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行いま

す。 

② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用
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者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。 

③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用

者の状態を定期的に評価します。 

④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断し

た場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事

業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。 

 

４． 居宅サービス計画の変更について 

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス

計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス

計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとしま

す。 

 

５． 給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民

健康保険団体連合会に提出します。 

 

６． 要介護認定等の協力について 

① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴

う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代

わって行います。 

 

７． 居宅サービス計画等の情報提供について 

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計

画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の

提供に誠意をもって応じます。 

 

 


	（富山県指定１６７０６０００１２）

